
情報公開制度とは…

個人情報保護制度とは…

市が保有している情報を知りたいときに、いつ・誰でも情報の公開を請求することが
できる権利を保障するものです。

市が保有する個人情報の適正な取扱いルールを定めるとともに、自己情報をコントロー
ルする権利（自分に関する情報の開示や訂正等を請求する権利）を保障するものです。

平成28年度
情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）を公表いたします。

平成28年度
情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）を公表いたします。

平成28年度
情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）を公表いたします。

◇情報公開制度に基づく公文書公開処理状況 （単位：件）

実施機関 請求
件数

決定内容
請求取下げ 審査請求公開 一部公開 非公開 公文書不存在に

よる請求拒否

市 

長

企画部 2 0 1 0 1 0 0
総務部 2 1 0 1 0 0 0
福祉部 1 0 0 0 1 0 0
こども部 1 0 1 0 0 0 0
市民部 11 4 5 0 2 0 0
経済部 0 0 0 0 0 0 0

都市建設部 20 7 9 1 1 2 0
水道部(水道事業除く） 1 0 0 0 1 0 0

小計 38 12 16 2 6 2 0
教育委員会 6 0 3 3 0 0 0
消防長 10 2 7 0 1 0 0

水道事業管理者 1 1 0 0 0 0 0
議会 1 1 0 0 0 0 0

選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0
監査委員 0 0 0 0 0 0 0
農業委員会 0 0 0 0 0 0 0

固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 0
小計 18 4 10 3 1 0 0
合計 56 16 26 5 7 2 0

情報の公開等の請求は、うるま市役所本庁西棟３階　総務部総務課へお越しください。
◆ お問合わせ先 ◆　☎098ー973ー0606（総務課文書係）　FAX 098ー973ー9819

◇個人情報保護制度に基づく自己情報開示等処理状況 （単位：件）

実施機関 請求件数
決定内容

請求取下げ 審査請求開示 一部開示 不開示 個人情報不存在に
よる請求拒否

市 

長

企画部 1 0 0 0 1 0 0
総務部 109(106) 108(106) 0 1 0 0 0
福祉部 5 4 1 0 0 0 0
こども部 0 0 0 0 0 0 0
市民部 2 2 0 0 0 0 0
経済部 0 0 0 0 0 0 0

都市建設部 3 2 0 0 0 1 0
水道部 ( 水道事業除く） 0 0 0 0 0 0 0

小計 120 116 1 1 1 1 0
教育委員会 0 0 0 0 0 0 0
消防長 2 2 0 0 0 0 0

水道事業管理者 0 0 0 0 0 0 0
議会 0 0 0 0 0 0 0

選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0
監査委員 0 0 0 0 0 0 0
農業委員会 0 0 0 0 0 0 0

固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 2 0 0 0 0 0
合計 122 118 1 1 1 1 0

※（）は、請求及び決定件数のうち、個人情報保護条例第２０条（開示の特例分）口頭による開示実施件数です。
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